
人材確保等支援助成金
（外国人労働者就労環境整備助成コース）のご案内

福岡労働局 福岡助成金センター

外国人労働者を雇用する事業主の皆さまへ
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趣旨
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対象となる外国人労働者
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具体的な取組
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支給額

対象となる経費
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支給までの流れ
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原則的な申請期間の考え方

就労環境整備計画期間（3か月～１年）
[2025.8.1～2026.7.31]

１.就労環境
整備計画を
作成・提出
[2025.6.1] ２.就労環境

整備措置の
導入

３.就労環境
整備措置の
実施

（就労環境整備措置の実施日
[最も遅い実施日]）
[2026.6.30]

「外国人労働者離職率」
算定期間

[2026.7.1～2026.12.31]

４.支給申請期間
[2027.1.1～2027.2.28]

計画の認定 ５.助成金の支給
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外国人労働者離職率

離職率算定期間
[2026.7.1～2026.12.31]

就労環境整備措置の実施日の翌日
[2026.7.1]
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例外的な申請期間の考え方

就労環境整備計画期間（3か月～１年）
[2025.8.1～2026.7.31]

１.就労環境
整備計画を
作成・提出
[2025.6.1]

（就労環境整備措置の実施日
[最も遅い実施日]）
[2026.6.30]

外国人労働者の
解雇等が０人

[2025.12.30～2026.6.29]

４.支給申請期間
[2026.7.1～2026.8.31]

２.就労環境
整備措置の導入

３.就労環境
整備措置の実施

ただし、厚生労働省が
委託して実施している
外国人労働者雇用労務
責任者講習を受講した
場合であって、かつ就
労環境整備措置の実施
日の前日から起算して
６か月前までに外国人
労働者を解雇等してい
ない場合については、
就労環境整備措置の翌
日から２か月以内に支
給申請ができます。
【左図参照】
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計画の認定 ５.助成金の支給



具体的な取組（必須メニュー）
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具体的な取組（必須メニュー）
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具体的な取組（選択メニュー）
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具体的な取組（選択メニュー）
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具体的な取組（選択メニュー）
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最後に

手続きなどの詳細、ご不明な点は、
福岡労働局福岡助成金センターまでおたずねください。

受付時間 平日 ８：３０～１７：１５

・電話でのお問い合わせ ０９２ʷ４１１ʷ４７０１

・窓口でのお問い合わせ 福岡市博多区博多駅東２ʷ１１ʷ１
福岡合同庁舎本館１F

（予約制となっておりますので、申請や相談等でお越しになる際は、事前にご連絡下さい。
また、希望の日時に受付できない場合がありますので、早めのご予約をお願いします。）

本日は、ご清聴いただきありがとうございました。
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